
　18歳になると、親の同意なしに自分自身の判断のみで契約を結んだり、ローンを組むことが可能になる反面、
気をつけないとトラブルになってしまう場合があります。うまい話やもうけ話にはだまされないよう十分注意し
ましょう。

「成人」って？
　一般的な基準として、民法が定める
「成年」の年齢に達している人をいい
ます。一方、成年年齢に達していない
人は「未成年者」です。
　成年年齢に達した人は、法律上は父
母の親権に従わなくてもよいので、親
の同意がなくても、さまざまなことが
可能になります。

なんで18歳？
　若者の自己決定権を尊重し、積極的
な社会参加を促すことが目的です。世
界的にも18歳を成年年齢とすること
が主流になっています。
　なお、平成28年6月から公職選挙法
の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投
票権年齢は18歳に引き下げられてい
ます。

成人式は…
　市では令和4年度以降の成人式について、これまでどおり20歳を対象年齢とします。

　なお、令和4年度（令和5年1月）開催の式典から名称を「安中市二十歳の集い」に変更します。

困ったら、市消費生活センターに相談
安中市消費生活センターでは、契約や買い物などで困ったことなどの相談を受け付けています。
お気軽にご相談ください。（☎382－2228）

○親の同意がなくても契約ができる
・携帯電話の契約　・ローンを組む
・クレジットカードをつくる
・ひとり暮らしの部屋を借りる　など
○10年有効のパスポート取得
○国家資格（公認会計士や司法書士など）の取得
○結婚年齢が男女とも18歳
○選挙に行って投票できる　　　など

○飲酒や喫煙
○公営ギャンブル（競馬、競輪など）
○大型、中型自動車免許の取得
○国民年金の被保険者資格　　　など
　（国民年金保険料の納付義務が発生するのも

20歳になってから）

23 2022年4月1日号安中市役所　☎027－382－1111
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で
聞
き
ま
し
た

ど
う
思
う
？
成
年
年
齢
の
引
き
下
げ

こ
う
思
っ
て
ま
す
！
成
年
年
齢
の
引
き
下
げ

特別に…。
…だったのに。

…のはずが。
みんなやってる…。

狙われています！
こんなトラブルに注意しましょう

18歳・19歳に気をつけてほしい消費者トラブル

　民
法
改
正
に
よ
り
、
令
和
4
年（
2
0
2
2
年
）4
月
1
日
か
ら
成
年
年
齢

が
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。
18
歳
、
19
歳
に
達
し
て
い
る
人
は
そ
の
日

か
ら
新
「
成
人
」
で
す
。
成
人
に
な
る
と
、
「
オ
ト
ナ
」
と
し
て
、
社
会
と

関
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　成
年
年
齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
影
響
や
、
気
を
つ
け
て
ほ
し

い
こ
と
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
成
人
に
な
る
皆
さ
ん

★
18
歳
で
も
親
の
承
諾
な
く
で
き
る
こ
と
が

多
く
な
り
、
大
人
の
仲
間
入
り
で
き
る
の
は

と
て
も
嬉
し
い
け
ど
、
20
歳
と
い
う
節
目
で

成
人
迎
え
る
方
が
嬉
し
さ
と
ワ
ク
ワ
ク
感
が

倍
増
す
る
と
思
う
。

★
18
歳
が
成
人
扱
い
に
な
る
の
は
あ
ま
り
実

感
が
湧
か
な
い
が
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や

家
を
買
う
契
約
を
18
歳
で
で
き
る
の
で
危
険

な
目
に
遭
わ
な
い
た
め
に
学
校
な
ど
で
よ
り

詳
し
い
知
識
を
身
に
付
け
る
必
要
が
あ
る
と

思
う
。

成
人
の
皆
さ
ん

★
世
界
的
に
、
18
歳
を
成
人
と
し
て
い
る
国

が
多
い
よ
う
な
の
で
、
良
い
と
思
い
ま
す
。

本
人
た
ち
が
、
自
覚
で
き
る
よ
う
に
教
育
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

★
お
金
に
関
わ
る
事
で
ト
ラ
ブ
ル
が
増
え
そ

う
で
心
配

★
若
者
の
権
利
や
権
限
な
ど
が
与
え
ら
れ
る

こ
と
は
、
い
い
こ
と
だ
と
思
う
。

反
面
、
個
人
の
状
況
に
も
よ
る
が
、
社
会
を

十
分
に
知
ら
な
い
う
ち
に
、
責
任
を
負
う
こ

と
に
な
る
こ
と
は
心
配
で
も
あ
る
。

20
歳
だ
と
し
て
も
同
様
か
も
知
れ
な
い
が
。

　市
公
式
L
I
N
E
で
、
成
年
年
齢
引
き
下

げ
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
全
世
代
を
対
象

に
実
施
し
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ

り
ま
し
た
の
で
、
紹
介
し
ま
す
。

18
歳
か
ら
成
人
に

18歳になったら…

976人が
新 し く 成 人 に

（3月1日現在）

18歳 507人　19歳 469人

どうなる！？
できる こと できない こと

第
一
歩

踏
み出す

社
会
へ

オ
ト
ナ

オトナ

実
施
期
間

2
月
18
日（
金
）〜
27
日（
日
）

回
答
人
数

男
性
：
80
人
　女
性
：
1
2
0
人

（これまでと変わらないこと）

 １．副業・情報商材やマルチなどの“もうけ話”トラブル
 ２．エステや美容医療などの“美容関連”トラブル
 ３．健康食品や化粧品などの“定期購入”トラブル
 ４．誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など“SNSきっかけ”
　　 トラブル
 ５．出会い系サイトやマッチングアプリの“出会い系”トラブル
 ６．デート商法などの“異性・恋愛関係”トラブル
 ７．就活商法やオーディション商法などの“仕事関連”トラブル
 ８．賃貸住宅や電力の契約など“新生活関連”トラブル
 ９．消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの“借金・クレカ”トラブル
10．スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル　　　　　　　　　　　　　　（出典：国民生活センター）

あんなかし は  た  ち つど


